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第１ （略） 第１ （略）

第２ 監視指導計画の適用区域と適用期間 第２ 監視指導計画の適用区域と適用期間
１　（略） １　（略）
２　適用期間　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで＿＿ ２　適用期間　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

令和2年度川越市食品衛生監視指導計画と平成31年度川越市食品衛生監視指導計画の対照表
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　この計画は、食品衛生法
※１

第２４条の規定により、食品衛生上の危害の発生防止の
観点から川越市が実施する、食品の製造・販売施設、食鳥処理施設及び卸売市場
に対する監視指導について策定したものです。また、食品等の生産・製造から販売ま
での実態や近年の食品による健康被害の発生状況、さらに川越市の監視指導の実
施体制を含めた実行可能性も考慮して、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を
行うことにより、市民の食生活の安全・安心を確保することを目的としています。
　川越市は、首都圏にありながら、商品作物を生産する近郊農業や交通の利便性を
生かした食品の流通・製造業等が発展しています。また、蔵造りの町並みや川越まつ
りなど、歴史的、文化的遺産が数多く残り、川越市を訪れる観光客は非常に多く、年
間約７００万人を超えています。これらの地域特性を考慮して、食の安全・安心を確保
するための施策を実施していきます。

　この計画は、食品衛生法
※１

第２４条の規定により、食品衛生上の危害の発生防止の
観点から川越市が実施する、食品の製造・販売施設、食鳥処理施設及び卸売市場
に対する監視指導について策定したものです。また、食品等の生産・製造から販売ま
での実態や近年の食品による健康被害の発生状況、さらに川越市の監視指導の実
施体制を含めた実行可能性も考慮して、重点的、効率的かつ効果的な監視指導を
行うことにより、市民の食生活の安全・安心を確保することを目的としています。
　川越市は、首都圏にありながら、商品作物を生産する近郊農業や交通の利便性を
生かした食品の流通・製造業等が発展しています。また、蔵造りの町並みや川越まつ
りなど、歴史的、文化的遺産が数多く残り、川越市を訪れる観光客は非常に多く、年
間７３０万人に達しています。＿これらの地域特性を考慮して、食の安全・安心を確保
するための施策を実施していきます。
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第３ 監視指導の実施体制等に関する事項 第３ 監視指導の実施体制等に関する事項
１　（略） １　（略）
２　厚生労働省、関係自治体及び庁内との連携 ２　厚生労働省、関係自治体及び庁内との連携

【厚生労働省及び関係自治体との連携】 【厚生労働省及び関係自治体との連携】

【庁内の連携】 【庁内の連携】
（略） （略）

３～５　（略） ３～５　（略）

第４ 監視指導計画 第４ 監視指導計画
１　（略） １　（略）
２　重点的監視事項 ２　重点的監視事項
　 ⑴　施設別対策 　 ⑴　施設別対策

ア～エ　　（略） ア～エ　　（略）

　 ⑵～⑶　（略） 　 ⑵～⑶　（略）
　 　

オ　東京２０２０オリンピック・ゴルフ競技開催に向けた監視指導
　　川越市は東京２０２０オリンピック・ゴルフ競技の会場となっており、会
　場及び周辺施設における食中毒予防等、衛生管理について監視指
　導を行います。

＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　＿＿＿＿＿＿＿＿

⑷　適正な食品表示への対策
　　食品表示法に基づき、食品等事業者が適正な食品の表示をするように
　監視指導を行います。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　また、生食用食肉については、規格基準及び衛生基準に基づいて、指
　導を行います。
　　食品・環境衛生課で指導する項目以外の表示事項に関しては、関係機
　関と連携協力し、適正表示に努めます。

⑷　適正な食品表示への対策
　　食品表示法に基づき、食品等事業者が適正な食品の表示をするように
　監視指導を行い、平成３２年４月から新基準に基づく表示へのスムーズな
　移行が図られるよう周知を行います。
　　また、生食用食肉については、規格基準及び衛生基準に基づいて、指
　導を行います。
　　食品・環境衛生課で指導する項目以外の表示事項に関しては、関係機
　関と連携協力し、適正表示に努めます。

　　市の区域を越えて広域的に流通する食品等の違反情報への対応や食中
　毒発生時には、厚生労働省及び関係自治体食品衛生担当部局と連携を緊
　密にし、流通及び被害の拡大防止対策を講じます。特に広域的な食中毒事
　案が発生した場合には、広域連携協議会等により、相互に連携を図ることに
　より、食中毒患者等の広域にわたる発生及びその拡大防止に努めます。
　　また、各種会議や協議会等を通じて、食品衛生に関する問題の討議、監視
　指導状況や衛生対策について情報交換等を行います。
　　平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故に関連し、食品の
　放射性物質検査の結果、基準値を超えたものについては、市の区域を越え
　て関係自治体と連携して当該品が流通することを防ぎます。

⑴　市の区域を越えて広域的に流通する食品等の違反情報への対応や食中
　毒発生時には、厚生労働省及び関係自治体食品衛生担当部局と連携を緊
　密にし、流通及び被害の拡大防止対策を講じます。特に広域的な食中毒事
　案が発生した場合には、広域連携協議会等により、相互に連携を図ることに
　より、食中毒患者等の広域にわたる発生及びその拡大防止に努めます。
　　また、各種会議や協議会等を通じて、食品衛生に関する問題の討議、監視
　指導状況や衛生対策について情報交換等を行います。
　　平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故に関連し、食品の
　放射性物質検査の結果、基準値を超えたものについては、市の区域を越え
　て関係自治体と連携して当該品が流通することを防ぎます。

＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

⑵　総合衛生管理製造過程承認施設に関する指導については関東信越厚生
　局と連携を図ります。
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⑸～⑼　（略） ⑸～⑼　（略）
３　施設への立入検査 ３　施設への立入検査

　 ⑴　（略） 　 ⑴　（略）
　 　

４　食品等の収去検査等 ４　食品等の収去検査等
　 ⑴、⑵　（略） 　 ⑴、⑵　（略）
　 ⑶　収去検査計画 　 ⑶　収去検査計画

令和２年度　の収去検査は、別表２の計画に基づき実施します。 平成３１年度の収去検査は、別表２の計画に基づき実施します。
５、６　（略） ５、６　（略）

第５ 計画の実施状況等の公表及び普及啓発事業の実施 第５ 計画の実施状況等の公表及び普及啓発事業の実施
１ 監視指導の計画と実施結果の公表 １ 監視指導の計画と実施結果の公表

⑵　重点監視業種及び監視回数
　　業種ごとに、過去の食中毒の発生頻度、危害度、製造・販売される食
　品の流通の広域性及び営業の特殊性などを考慮して、監視の重要度の
　高い業種（施設）の順にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５ランク　　に分類し、各業種
　について年間の立入検査回数（目標）を別表１のとおり定めました。
ア　Ａランク監視業種（施設）……年１２回
　・　食品の流通拠点である卸売市場及び卸売市場関係施設
＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
 ＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
イ　Ｂランク監視業種（施設）……年２回
　・　学校給食関係施設＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　・　認定小規模食鳥処理場＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　・　食中毒等で前年度に行政処分を受けた施設
ウ　Ｃランク監視業種（施設）……年１回
　・　大量調理又は広域流通食品を製造している業種（施設）
　・　食中毒の発生頻度は低いが、発生した際の危害度が高い業種（施
　　設）又は統計的に食中毒の発生頻度が高い業種（施設）
　・　規格基準が定められた食品製造施設
　・　卸売市場に準じて市内に流通する食品等の拠点を担う大型量販店
　・　観光地や歓楽街等に位置する施設
エ　Ｄランク監視業種（施設）……２～３年に１回
　・　Ａ～C及びEランク以外の業種（施設）
オ　Ｅランク監視業種（施設）……更新時等の実情に応じて実施
　・　飲食店営業（スナック、バー等）
　・　自動販売機を利用して行う営業施設
　・　自動車を利用して行う営業施設
　・　行商、露店等

⑵　重点監視業種及び監視回数
　　業種ごとに、過去の食中毒の発生頻度、危害度、製造・販売される食
　品の流通の広域性及び営業の特殊性などを考慮して、監視の重要度の
　高い業種（施設）の順にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆの６ランクに分類し、各業種
　について年間の立入検査回数（目標）を別表１のとおり定めました。
ア　Ａランク監視業種（施設）……年１２回
　・　食品の流通拠点である卸売市場及び卸売市場関係施設
イ　Ｂランク監視業種（施設）……年３回
　・　認定小規模食鳥処理場
ウ　Ｃランク監視業種（施設）……年２回
　・　大量調理又は広域流通食品を製造している業種（施設）
　・　統計的に食中毒の発生頻度が高い業種（施設）
　・　食中毒等で前年度に行政処分を受けた施設
エ　Ｄランク監視業種（施設）……年１回
 ＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　・　食中毒の発生頻度は低いが、発生した際の危害度が高い施設＿＿
　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　・　規格基準が定められた食品製造施設
　・　卸売市場に準じて市内に流通する食品等の拠点を担う大型量販店
　・　観光地や歓楽街等に位置する施設
オ　Ｅランク監視業種（施設）……２～３年に１回
　・　Ａ～Ｄ及びＦランク以外の業種（施設）
カ　Ｆランク監視業種（施設）……更新時等の実情に応じて実施
　・　飲食店営業（スナック、バー等）
　・　自動販売機を利用して行う営業施設
　・　自動車を利用して行う営業施設
　・　行商、露店等
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２　（略） ２　（略）

第６　（略） 第６　（略）

第７ 食品等事業者の自主的衛生管理の推進 第７ 食品等事業者の自主的衛生管理の推進
１、２　（略） １、２　（略）
３　ＨＡＣＣＰ導入の推進 ３　ＨＡＣＣＰ導入の推進

４、５　（略） ４、５　（略）

第８　（略） 第８　（略）

　平成２７年６月３０日に川越市食品衛生法施行条例の一部改正を行い、営業
者が公衆衛生上講ずべき措置の基準について、従来の管理運営基準に加
え、新たにＨＡＣＣＰ導入型基準を設定しました。営業者は、従来の管理運営
基準又はＨＡＣＣＰ導入型基準のいずれかを選択して衛生管理を行うことにな
りました。
　また、平成３０年６月の食品衛生法一部改正により、ＨＡＣＣＰに沿った衛生
管理が原則全ての食品等事業者に対し、義務化されることとなったことを踏ま
え、監視指導時、許可申請時等に食品等事業者の業種、業態規模、ＨＡＣＣＰ
に沿った衛生管理の実施状況等を確認し、施設に応じた助言、指導等により、
ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の普及啓発及び導入の推進を図ります。
　併せて、引き続き、食品等事業者に対するＨＡＣＣＰ講習会を実施します。＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿

　平成２７年６月３０日に川越市食品衛生法施行条例の一部改正を行い、営業
者が公衆衛生上講ずべき措置の基準について、従来の管理運営基準に加
え、新たにＨＡＣＣＰ導入型基準を設定しました。営業者は、従来の管理運営
基準又はＨＡＣＣＰ導入型基準のいずれかを選択して衛生管理を行うことにな
りました。
　また、平成３０年６月の食品衛生法一部改正により、ＨＡＣＣＰが原則全ての
食品等事業者に対し、義務化されることとなったことを踏まえ、引き続き、食品
等事業者に対するＨＡＣＣＰ講習会を実施します。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　併せて、監視指導時等に食品等事業者の業種や業態規模などに応じた助
言等により、ＨＡＣＣＰ導入の衛生管理の普及啓発及び導入の推進を図りま
す。

　令和２年度　の監視指導計画とその実施結果及び収去検査結果等の概要につ
いては、令和３年　６月末日までに公表します。また、夏期食中毒予防対策及び年
末一斉監視の結果については、随時公表します。

　平成３１年度の監視指導計画とその実施結果及び収去検査結果等の概要につ
いては、平成３２年６月末日までに公表します。また、夏期食中毒予防対策及び年
末一斉監視の結果については、随時公表します。
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